
令和４年第13回北上市教育委員会定例会 

 

１ 日  時  令和４年９月２８日(水) 午後２時30分 

 

２ 場  所  生涯学習センター 第１学習室 

 

３ 議事日程  別紙 

 

４ 会議に出席した委員 

平野 憲 

照井 渉 

佐藤 和美 

照井 睦子 

髙橋 隆紀 

 

５ 説明のため出席した職員 

(1) 教育部 

教育部長         八重樫 義正 

総務課長         高橋 博信 

学校教育課長       平賀 英和 

文化財課長        佐藤 康浩 

学校給食センター所長   菊池 恵理子 

中央図書館長       児玉 康宏 

博物館長         渋谷 洋祐 

鬼の館館長        小田島 孝 

(2) まちづくり部 

まちづくり部長      小原 学 

生涯学習文化課長     小笠原 奈穂子 

スポーツ推進課長     小田嶋 和広 

(3) 健康こども部 

健康こども部長      高橋 昌弘 

子育て支援課長      久保田 達夫 

 

  



６ 議事の大要 

教育長の事務報告後、議事が行なわれ、付議された次の議案１件が原案のとおり

可決された。 

 

議案第19号 北上市立鬼の館協議会委員の任用について 

 

 

以下、会議の概要は次のとおり。 

  



（開会 午後２時30分） 

教育長 それでは、ただいまから令和４年第13回北上市教育委員会定例

会を開催いたします。 

ただいまの出席者は５人であります。 

定足数に達しておりますので、会議は成立いたしております。 

 

日程第１ 会期の決定を行います。 

 

今定例会の会期は、本日１日としたいと思います。これにご異

議ございませんか。 

 

（「無し」との発言あり） 

 

ご異議なしと認めます。よって、会期は本日１日と決定いたし

ました。 

 

 次に、日程第２ 報告「１ 教育長事務報告」に入ります。 

資料は、定例会日程の次にあります、教育長事務報告をご覧く

ださい。 

 

（別紙教育長事務報告により説明） 

 

ただいまの報告について、ご質問がございましたらば、お願い

します。 

 

教育長 （「無し」との発言あり） 

 

それでは、日程第３ 議事に入ります。 

 

議案第19号「北上市立鬼の館協議会委員の任用について」を議

題といたします。 

議案の朗読を省略して直ちに提案理由の説明を求めます。鬼の

館館長。 

 

鬼の館館長 ただいま上程になりました議案第１号北上市立鬼の館協議会委

員の任命について、提案の理由を申し上げます｡ 



協議会委員は、任期２年で５人を任命しておりますが、令和４

年９月30日をもって任期が満了となることから、その後任を任命

しようとするものであります。 

任命しようとする委員５人のうち、亀谷琢さん、八重樫俊一さ

ん、髙橋文さん、小田嶋恭二さんの４人は再度任命しようとする

ものであり、中嶋奈津子さんは、新たに任命しようとするもので

す。 

任期は、令和４年10月１日から令和６年９月30日までとするも

のであります。 

いずれも人格、識見とも申し分なく、委員として適任と確信し

て任命しようとするものであります。 

よろしく御審議の上、原案のとおり議決を賜りますようお願い

申し上げます。 

 

教育長 ただいま提案されました議案第19号について、ご質問等があり

ましたらお願いします。 

 

補足の説明はありますか。 

 

鬼の館館長 鬼の館協議会委員の選任区分は、教育関係者として学校教育、

社会教育、家庭教育の３名と、学識経験者２名としております。 

これまで長年会長職を勤めていただいた及川一様がお亡くなり

になられたこともあり、学識経験者１名が欠員となったものとな

ります。 

５名中、お１人が新任でございますので、中嶋奈津子さんのご

紹介をいたします。 

中嶋さんは、現在北上市市史編さん室の民俗部会において調査

に当たっていただいております。 

佛教大学大学院文学研究科を卒業され、文学博士号をお持ちで

す。現在は佛教大学総合研究所特別研究員及び同大学非常勤講師

として民俗芸能を専門とされ、著書には「早池峰岳神楽の継承と

伝播」がございます。 

また、昨年度までは岩手県文化財保護審議会委員を８年お勤め

になるなど、民俗芸能の調査研究にご活躍されております。 

1965年生まれ、盛岡市在住の方でいらっしゃいます。 

 



教育長 改めて、質問等ございますか。 

 

（「無し」との発言あり） 

 

それでは、議案第19号は、原案のとおり可決することに御異議

ございませんか。 

 

（「異議無し」との発言あり） 

 

ご異議なしと認めます。よって、議案第19号は、原案のとおり

可決することに決定いたしました。 

 

 

 これをもちまして、本日の会議を閉じさせていただきます。 

 

 

（閉会 午後２時50分）  


